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要 旨

本論 は、 ある意味 では 「革命 の時代」 とされ る17世 紀 イ ングラ ンドにお いて、家族 と社会(特 に、

政治)が その現実 と思想 の両面 において どのよ うに関連 していたかを理解す るための枠組 を提 示す る

こ とを意図 している。 その ことを通 じて、同時 に、「近代家族 とは何か?」 というい まだ に不 明確 な

問題 に対す る示唆 を得 る ことを も意図 して いる。「近代」お よび 「近代家族」 の理 解 に関 す る進化 主

義 的な歴史観 は近年 の歴史社会学 および社会史の諸研究 において徹底的 に批判 され てきてい る。 これ

らの諸研究 を参照 し、 同時 に、17世 紀末 にジ ョン ・ロ ックによってその政治論の一部 として、ロバ ー

ト・フ ィルマーの家父長主義批判 を通 して体系化 され た個人主義的 ・自由主義的 な家族観 を検討 し、

近代家族 に関 する仮説 を提示 す る。すなわ ち、近代家族 は、元来 ロ ックによって体系化 された個人主

義 的 ・自由主義 的家族 イデオ ロギー と現実の家族生活 との間 の矛盾 と して理解 され る。

思 うに、第二次大戦後の日本の社会学界において 「近代家族」という言葉が多用 され、議論

の対象にされてきたが、いまだその意味ははなはだ不明確なままに今 日に至 っている1)。何故

この言葉の意味がいまだ曖昧なままに終っているのかを考えてみると、ひとっには、社会学者

たちが近代または近代家族の歴史的現実(「近代」 と表示される時期は、 ヨーロッパについて

言えば、すでに4世 紀以上の時間的経過がある)に ついて、充分な知識や理解を持たないまま

に勝手な思い込みまたは想定を していたことが関わっていると思われる。その際、「近代家族」

として想定されていたのは、特に、第二次大戦後 日本に流入 してきた20世 紀中葉のアメリカ

社会の家族像であった。 このような事情は当時の日本の社会学界の水準からすれば致 し方ない

ことであったと思われるが、今日、われわれは、ほぼ過去30年 間にめざましく発展 してきて

いる歴史社会学または社会史の研究によって、社会学の立場から 「近代」および 「近代家族」

についてより妥当な理解を得る立場にある。ところで、研究者たちが20世 紀中葉のアメリカ

の家族像を 「近代家族」 として描いた時、実は彼 らはあるいは意識的にまたは暗々裏にもうひ

とっの想定をしたと思われる。その想定とは、 日本の家族 もこのような近代家族 になるべ きで

あるし、または、なるであろうという想定である。 この想定 は、一言で言えば、進化主義的な

歴史観と言われるものであるが、この歴史観 もまた近年の歴史社会学および社会史の諸研究の

中できびしい批判にさらされている。
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本論 は、 しばしば 「初期近代」(earlymodern)と 表示される時期のイングランド、特 に、

ある意味では 「革命の時代」 とも言える17世 紀イングランドにおいて、家族と社会(特 に、

政治)が それぞれの現実 と思想においてどのように関連 していたかを問題にするための枠組を

設定 しようとするものであるが、この課題の追求を通 じて(多 くの 「近代家族」論に見 られた

ような通文化的、一般 的、抽象的な議論をするのではなくて)、同時に、「近代家族」 というラ

ベルが何を意味 しうるのかという問題について示唆を得 ることをも意図 している。

さて、「近代家族」を問題にする前に 「近代」をどのように考えたらよいかとい う問題があ

る。この問題を、近年盛んに行われるようになった一般的思弁的な近代論としてではなく、出

来るだけイングランドという 「真に歴史的固体」 に即 して考えてみたい。『近代英国の起源』

(新装版,1995年)を 書いた越智武臣は、これまで歴史家が過去に与えてきた 「中世」とか 「近

代」というラベルは問題が多いとしながら、「歴史を理解するためには、是が非で もこれを区

切ってみなければならぬ。 これが歴史家のメティエであり、そういう意味で、時代区分こそは、

まず歴史思考の結節するアルファーであり、オメガーである。」 と言い、そこで 「『近代』英国

の起源を、どこから説 きはじあるかという問題」(PP.4-5)を 設定するが、 それに先立 って、

近代英国の見方にっいて次のように言 う。「近代英国 とは、私見によれば、 …種 々の造形要素
コンプレックス

から成る複合体である。別言すれば、…それは初めか ら分っている明晰な対象ではなく、研究

の過程において、順次明らかにされ、解きほぐされてゆ く 『あるもの』、そ して最後に、 そう

した研究の総合 として、概念的にまとめあげられ、認識され うる歴史的な固体(Historisches

Individuum)で ある。 したがって、以下、われわれは、順次これを解析 しっっ、考察をすす

めたいのであるが、差当たって本節でとり扱いたいと思 うのは、まず政治史的にみた近代英国

の起源の問題であることを、あらか じめ断っておきたい。というのは、さきにいった時代区分

も、なにをもって時代区分の規準とするかによって、その区切 り方に多少の異同はまぬかれな

いと思われるからである。政治 ・経済 ・文化史すべてをひっくるめて、ひとっの時代概念を設

定するということは、ただ巨視的な観点に立 ってのみ許されることである。少 しく微視的に眺

める眼をもっものには、政治は政治、経済は経済、文化は文化 と、おのおのがそれ固有の重要

な屈折点をもっていることに気がっ く。そして、その屈折の遅速 と、相互の因果関係をたどっ

てゆくことに、歴史思考の働 くべき、また独自な余地があると、私は考えているのである。」

(p.5)こ の文章に対する注釈 において、彼はさらに次のように言 う。「念のため、 さらに一言

すれば、国民史における 『近代』は、ある日忽然として到来するものではないということであ

る。 と同時に、社会の一局面に 『中世的」封建的諸要素がのこっているからといって、その一・

局面だけをとらえ、せまい自己の研究領域だけから、中世 ・近代 という大 きな時代区分の指標

とすることも誤 っている。近代の到来は、政治 ・経済 ・文化 という国民史の各局面に、それぞ

れ独 自な足跡を印しっっ徐々に浸透するというのが現実であり、人びとがほぼ開化 した近代の

なかにいることを自覚するのには、少 くとも本書が覆 っている くらいの長年月2)を要 した。」

(P.5)こ の文章において注 目すべきことは、まず第一に、「差当たって本節(第1章 第1節)

でとり扱いたいと思 うのは、まず政治史的にみた近代英国の起源の問題である」とする点であ

る。そして、「近代英国を問題にする場合、少 くとも政治史的には、その時代区分の規準が、
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いちおう自立的な国家主権nationalsovereigntyの 成立 とい う時点に合せ られるべ きことに

ついては、ほぼ異論がなかろう。…国家主権 とそこから生ずる国家体系StateSyStemの 実現

こそは、明 らかに中世世界とは異なる近代政治世界の徴表であった。」(p.6)こ の規準 によ っ

て見るとき 「英国における近代国家…の成立を、1530年 代における一連の政治改革のなかにこ

そみたいと思 う。1530年 代といえば、周知のように、34年 の 「国王至上法」ActofRoyal

Supremacyに 頂点をみいだす、いわゆる英国宗教改革の動乱期に0致 する。」(pp.6-7)こ こで

特に注目しておきたいことは、近代 と言 う場合、まず、政治史が取上げられ、 しか も、その画

期が明確に1530年 代 と指定されている点である。越智 は本書の第2章 と第3章 において、 「社

会経済の変貌」 と 「国民文化の生成」を扱 っており、そこで、経済や文化の領域における近代

的な動きが語 られているが、政治におけるほど明確な時期区分は行われていない(な お、 「文

化」の領域として扱われているのは、「思想」の領域 と言 ったほうがより適当かと思われる。)。

第二に注目すべきことは、政治、経済、文化の 「おのおのがそれ固有の重要な屈折点をもって

いること」、「その屈折点の遅速」、「それぞれ独自な足跡」があるという点である。従 って、明

らかな 「近代政治世界の徴表」が表われたか らといって、経済や文化が直ちに近代に入 ったこ

とにはならないし、まして家族が近代的になったとは言えないであろう。「政治 ・経済 ・文化

史すべてをひっくるめて、ひとっの時代概念を設定するということは、ただ巨視的な観点に立っ

てのみ許されることである。」 と越智 は言 う。 この 「巨視的観点」というのは、逆 に言 えば、

社会の各領域に 「それぞれ独自な足跡」があるかぎり、「せまい自己の研究領域だけか ら」大

きな時代区分の指標とすることは誤 りであるという意味であろうが、それでは 「巨視的な観点

に立 って」 どのような規準で大きな時代区分が出来るのかは明確ではない。 この問題と関連す

るかとも思われるが、越智は 「人びとがほぼ開化 した近代のなかにいることを自覚するのには、

少 くとも本書が覆っているくらいの長年月を要 した。」 と言う。この年月の間に 「人びとがほ

ぼ開化した近代のなかにいることを自覚」 したと越智は考えるのであろうか。確かに、16世

紀から17世 紀にかけて、政治のみならず宗教、経済、思想や人口にかなりの変動が見 られた

ことは知られていることである。 しか し、今、私が直接問題にしようとしている一側面は家族

史であるが、越智のこの言明に従えば、家族史をも視野に入れた場合、 この年月の間に、特に

17世 紀の激動の中で家族生活に関連 してどのように 「近代」が自覚できたのか、または、出

来なかったのかという問題が出て くる。

さて、以上のような越智の、歴史の見方、特に最 も早 く近代に突入 したとされる英国史の見

方に明確に説かれているように、われわれが歴史を勉強する場合、是非 とも念頭に置いておく

べきことは、社会を構成するさまざまな領域、すなわち、政治、宗教、経済、人口、家族など

はすべて同一のテンポで変化するものではないだろうということである。社会 ・文化の諸部分

の間で変化のテンポに違いがあるという見方 は、文化(社 会)人 類学にあっては基本的な想定

になっている。また、社会学にも早 くからそのような見方があって、別に目新 しいものではな

いが、最近 もまた、 ジ ョン ・ロ ック(JohnLocke)や ロバ ー ト・フ ィルマー(Robert

Filmer)研 究家で もあり、また、初期近代イギ リスを対象 とした歴史社会学者 として著名な

ラスレット(PeterLaslett)に よって、特に家族の変化に関 して述べ られているので、それ
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を見 て お こ う。 ラ ス レ ッ ト(Laslett,1987)は 家 族 史 を追 求 す る際 の4っ の 原 則 の第4と して

「社 会 構 造 的 時 間 の中 で の家 族 の変 化 」(FamilialChangeinSocialStructuralTime)を

掲 げ て、 次 の よ うに言 う。 「…家 族 の変 化 は社 会 構造 的 時 間 の 中 で 、 完 全 に 概 括 的 な(sum-

mary)仕 方 で進 行 す る。 社 会 構 造 的 時 間 と は時 間 そ の もの と い うよ りは 、 変 化 の ペ ー ス ま た

はテ ンポ を意 味 す る。 私 は次 の こ とを 提 起 した い。 政 治 的 変 化 、 文 学 的 ・美 学 的変 化 、 経 済 的

変 化 、 人 口学 的変 化 、 イ デ オ ロ ギ ー的 変 化 、 宗 教 的 変 化 、 法 や 憲 法 上 の変 化(憲 法 が政 治 的 枠

組 で あ る場 合)、 そ して 最 後 に社 会 構 造 的変 化 、 これ らは す べ て特 有 の ペ ー ス を 持 っ て い る。

あ るペ ー ス は他 に比 べ て 速 く、 あ るペ ー ス は遅 い。 だ か ら、 最 も速 い もの か ら最 も遅 い もの に

至 る連 続 体 が考 え られ る。 政 治 的 変 化 は最 大 の ス ピー ドで 進 行 す る。 これ に対 抗 し うる ほ ど速

い もの と して、 文 学 的 ・美 学 的 変 化 、 実 際 、 フ ァ ッシ ョ ンが あ る け れ ど も。 そ して、 社 会 構 造

的変 化 はす べ て の うち で 最 もゆ った り と したペ ー スで 進 む 。」、 「家族 史 に と って 重 要 な 論 点 は、

家 族 を変 化 の ペ ー ス の誤 った 範 疇 の 中 に入 れ る こ と は間 違 いで あ り、 ま た言 え ば分 類 上 の あ や

ま りで あ る、 とい う こ とで あ る。」(p.273)

家 族 の変 化 を ゆ っ く り した もの にす る に は2っ の 互 いにっ なが り合 った事情 が あ る とラス レッ

トは言 う。 「家 族 は体 系 的 な規 範 的構 造 に 中 に存 在 し、 ま た、 規 範 の変 化 は通 常 ゆ っ た り と、

少 しず っ起 こ るの で あ る。 … わ れ わ れ は誰 で も、 あ る種 の規 範 、 と りわ け家 族 規 範 は多 くの 世

紀 を通 じて そ の 内容 が事 実 上 同 一 で あ る こ と に気 づ いて い る し、 ま た、 わ れ わ れ は、 家 族 規 範

が は る か先 史 時代 以 来 か ら存 続 して い る こ とを 想 像 しう る。 しか も、 家 族 の規 範 的構 造 は 容 器

の よ うな(container-1ike)も の で あ る。 と い うの は、 そ の 目的 の ひ とっ は、 人 口 学 的 な 緊 急

事 態 や 変 動 、 経 済 的浮 沈 、 イデ オ ロギ ー的 な方 向 転 換 そ して 宗 教 的 な変 転 な ど に耐 え て生 き抜

く こと に あ る か らで あ る。」(p.274)ラ ス レ ッ トは本 論 文 の ア ブス トラ ク トで こ の 主 張 が 、 熟

慮 の上 で の もの で は あ るが、 「論 争 的 な」 もの と断 って い る が(p.263)、 こ の論 文 は、 家 族 史

に 関 して い え ば 、 ロ ー レ ン ス ・ス トー ン(Stone,L.,1977)や エ ド ワ ー ド ・シ ョ ー タ ー

(Shorter,E.,1976)な ど に代 表 され る よ うな歴 史 観 、 近 年 さ か ん に な った社 会 史 の 一 部 に お い

て い ま だ残 って い る進 化 主 義(eVOIUtiOniSm)的 な 見方 に対 す る激 しい批 判 で もあ る。

さて 、 こ こで歴 史 の進 化 主 義 的 な見 方 にっ い て一 瞥 して お く必 要 が あ る だ ろ う。 そ れ は早 く

バ ター フ ィー ル ドが 「ウ イ ッ グ史 観 」3)と して き め 細 か く批 判 した も の で あ る。 彼 は 言 う。

「ウ イ ッ グ史 観 の 本 質 は、 過 去 を現 在 と の関 連 に お いて 研 究 す る とい う こ とで あ る。 っ ぶ さ に

そ の意 味 を考 え て み る と、 あ る意 味 で は これ に は反対 で きな い と こ ろが あ り、 ま た そ れ は あ る

程 度 まで 避 け え られ な い と ころ だ と もい え る。 だ が、 そ う考 え る こ と は、 しば しば歴 史 的理 解

の障 害 と な って きた。 とい うの は、 そ れ は現 在 との 直接 的 ・永 続 的 な 関 係 に お いて 、 過 去 を研

究 す る こ と だ と考 え られ て きた か らで あ る。 この よ うに、 今 日 との 直 接 的 な関 係 に お い て歴 史

を 考 え る と い うや り方 に よ って、 歴 史 的人 物 は、 容 易 に、 か っ 不可 抗 的 に、 進 歩 を促 した もの

とそ れ を 妨 害 しよ うと した もの とい う二 っ の部 類 に分 け られ て しま う。 それ ゆ え、 歴 史 家 が、

そ れ を 使 って 、 選 択 した り拒 否 した り強 調 した りす る こ との で き る簡 便 な もの さ しが あ る わ け

で あ る。」(バ ター フ ィー ル ド,1967,P.20)「 なお 、 以 上 の もの と は ち が う、 こ こ に も う ひ と っ 、

歴 史 家 が 過 去 を研 究 す る と き、 自分 の考 え方 の基 礎 とす る こ とが で き る仮 説 が あ る。」 と して 、
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バターフィール ドは次のように言 う。「この考え方によると、かれは自分の仕事 をす るときに

は、はっきりと自分は過去を過去のために理解 しようとしているのだということを意識 してい

る。…真の歴史的理解とは、過去を現在に従属させることによって達成せられるのではなく、

むしろ、われわれが過去を現在に蘇生させ、現在 とはちがう他の世紀の眼で、生活を眺めよう

とする努力によって達成せ られる。」(pp.24-5)彼 はさらに言 う。「さらに、 このウイッグ的傾

向は、ひじょうに深 く人の心 に根 ざしているものだか ら、たとえ部分的研究によって、細部の

叙述が修正 された場合においてもなお、こうした新 しい発見に照 して全体を再評価 し、主題の

全アウ トラインを再構成 しようとなると、われわれにはなかなかそれができないのである。」

(p.15)ま た彼は、「ウイッグ史観がもっとも強 く、またもっとも永 くのこっているのは、大 き

な時代を扱 う場合であり、またヨ0ロ ッパ史上の偉大な過渡期を扱 う場合である。」 と も言 う

(p.16)o

私はまさに 「ヨーロッパ史上の偉大な過渡期」とされる時代を扱おうとしているのであるが、

家族史に関 して言えば、歴史の単線的、進化主義的な見方および(ま たは)そ の見方の下での

「細部の叙述」 は、1980年 前後以降に、多 くの社会史家、歴 史社会学者または人類学者 によっ

てきびしい批判にさらされてきている4)。ここでは二っの批判を取上 げることにしよう。一っ

は、マクファーリン(AlanMacfarlane)に よるものである。彼は1978年 の著作において次

のように言 う。「この進化の理論を助長 しているもう一っの学派は家族史のそれで ある。 エ ド

ワー.ド・ショーター(EdwardShorter)、 ロー レンス ・ス トーン(LawrenceStone)、 ロイド・

ド・モース(LloyddeMause)の 最近の著作 は社会全体に関する(進 化論的な一引用者 によ

る)描 写とぴったり一致する。つまり、広範な家族的結合、親などによって決められた愛情の

ない結婚、子供に対する冷たい残虐性から、核家族 と夫婦間の愛情に基 く、近代的、個人主義

的な家族 システムへの、漸次的な変化を示 している。」(pp.59-60)実 は、本書でのマクファー

リンの主張は、単に家族史にかかわるだけでなく、「中世」から 「近代」へのイングラン ド社

会の変動、および、イングランド社会の特殊性をも視野 に入れ、最近までの社会学者や人類学

者に支配的な、もとをただせば19世 紀に定着 したイングランド史の見方に対するパ ラダイム

転換の必要性を提起 した ものであるが、進化論的な家族史 に対する彼の批判はス トーンの著作

(Stone,1977)に 対する書評において行われている(Macfarlane,1979)。 これはA4判23頁

にわたるかなり徹底的なス トーン批判である。その概略を見ることにしよう。ス トーンのこの

大著を評価するために、マクファーリンは、まず、本書の4っ の中心的な想定を考察す る。第

一に、感覚(sentiment)は 人口状態(demography)と 緊密に関連す ること。 ス トー ンは、

家族的な愛情は18世 紀以前には存在 しえなか ったことを繰 り返 し論ずる。何故なら、前産業

化社会の生活状態 は大変不確かなものであったから、誰 も深い人間関係が突然終わることを恐

れてそのような関係に入 ることをあえて しなか ったからである。 この中心的な心理学的想定に

対 してマクファー リンは少な くも4っ の反論を指摘できるとしている。第二の想定は、一種の

経済的決定論である。社会制度、感情や態度はある社会の技術や富の程度か ら推論で きるとい

う信念に基いた一般化がしば しば見られる。マクファー リンにすれば、これはまったくナイー

ヴな想定である。 この想定 に対 してもまた彼は、他の諸社会にっいてわれわれが知 っているこ
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とおよび15世 紀以来のイングランドの証拠 に適合 しないとする。第三に、より単純で、より

「遅れた」、より 「下等な」時代から一連の諸段階を経て、現代にまで 「上昇する」 という歴史

の漸進的な進化があったというものである。 ストーンは数か所で単純な単線的発展を否定する

ような一般的な所見を述べてはいるが、本書は全体としては進化論的モデルに基いており、そ

れが描 く像ははるか昔にマッコー レー(Macaulay)に よって描かれた線にそった不動の 「進

歩」 という像である。第四の想定 は、富裕で強力なものが変化の指導的なセクターとなるとい

うことである。富裕な者の倫理が、彼 らは 「文化的変化のペース ・メーカー」であるがゆえに、

下層民 にまで下降拡散 してきた。このような見解を支持する証拠は示 されていないので、それ

らを真面 目に取 り上 げる必要がないことは明確である、とマクファーリンは言 う(pp.106-110)。

ストーンが使 う用語の問題(彼 は、農民、結婚、親族、相続などいくっかの重要用語を、あ

たかもその意味が自明であるかのように定義 していない。)な どいくっかの問題があるが、「ス

トーンが示 している最大のディレンマはとりわけ彼の資料(evidence)の 扱い方に見られる。…

封建制度か ら資本主義への大きな変転 という因襲的な見解から直接引き出された主張(そ れを

証明するのは困難であるが)を 支持す るために、 ストーンは彼の大部分無検証の一般理論に引

きず られて過去をねじ曲げることになった。彼は正反対の証拠を無視するか、退け、曖昧な証

拠を誤 って理解 し、適切な証拠を使わず、ギャップを埋めるために他の諸国から証拠を輸入し、

か くて、 ごた混ぜの年代記を作 り上げる。」(p.113)マ クファー リンは、 この後で、 ス トーン

のこのような資料の扱い方の誤 りを細か く述べているが(PP.113-121)、 ここで はその詳細を

追 うのはやめよう。「真の問題はス トーンによって使われた進化論的な年代記の枠組が、 あ ら

ゆる可能な仕掛けを使 ってそれをひねり出そうとしたところで、証拠に適合 しないということ

である。ス トーンはこの本のある箇所ではこのことに気づいているようにも見える。」(p.121)

と彼は言 う。

最後に、マクファー リンは、 トンプソン(Thompson,1977)が ス トー ン(1977)批 判にお

いて提起 している疑問に答えることによって結論とする。その疑問とは 「この時期のイングラ

ンドについて多数のものを読み、長年研究 してきた人がどうしてこのような本を書 くことがで

きたのかということである。『この大失敗(disaster)に 対 しては何か気付かれていない理論

的説明ができるに違いない。』(Thompson,1977,p.500)… この本のある部分にはかなりの価値

があるにしても、それに対する最終的な判断は全 く 『大失敗』 という以外にはありえない。 ト

ンプソンは、 この大失敗は、ス トーンが制度 としての家族をそれが組み込まれている背景か ら

切 り離 したことによって説明できるとしている。たしかにこのことはある程度思慮の足 りなさ

の原因であろうが、 しか し、それは本書の基本的な不適切 さの充分な説明にはな らない。答は

もっと深いレヴェルに、そして究極的にはス トーンとは関係のないものである。イングランド

に関する歴史家は、過去百年そこらの間、過去からの進歩的進化に関する一連の想定によって

構成 された、イングランドの中世から近代への経済的政治的変化の特質の一般的モデルを展開

してきたと思われる。そめモデルは、われわれが政治と経済という外的世界に止どまるかぎり、

そして、ある種の資料から得 られる詳細な証拠が使われない限り、もっともらしく見える。中

世以来の地方的 レヴェルの社会的経済的生活に関して発表されてきた諸著作、とりわけ最近の
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20年 間のものはこのモデルの予言に全 く適合 しない。だか らわれわれは古い枠組の多 くを廃

棄するか再出発するかせざるをえない。 ストー ンは全 く正 しい。 もしマルクス、 ウェーバー、

トーニーその他が正 しいとすれば、過去 は彼が描 いたように発展 したであろう。」(p.124)

もう一つの批判はポロック(Pollock,Linda,1983)に よるものである。彼女の批判 はその著

書の副題 「1500年か ら1900年 までの親子関係」に見るように、この期間の子供観や親子関係 に

かかわ っている。彼女の研究の主要な第一一次資料 は16世 紀か ら19世 紀にわたる443篇 の

日記(diary)と 自伝(autobiography)で ある。 このうち、刊行 されたもの416篇 、未刊

のもの17篇 。日記には、ブリテンのもの(236篇)と アメリカの もの(144篇)が あり、

さらに、子供が書いたもの、または、子供の時に書 き始め られた もの(98篇)が 含まれてい

る(pp.68-69)。 これらの第一次資料の綿密な分析によって、ポロックは、彼女が 「アリエス ・

テーゼ」と名づける、 ほぼ1970年 代までの 「子供時代の歴史」(thehistoryofchild-

hood)に 関する実に多数の著作家の 「細部の叙述」を批判するとともに、 これ ら著作家 たち

の 「主題の全アウ トライン」っまり子供時代の歴史の見方 自体をも批判する。これら多数の著

作家5)がこの主題について描 く像は驚 くべきほどに似かよっている。その中でア リエスの著作

(P.Ariさs,1960,L'EnfantetlaVieFamiliale80醐1'AncientRegime)の 影響力が最 も大 き

い。彼の結論のうちで特別に重要なのは中世には子供時代とL1う概念(concept)が なかった

ということである(pp.1-2)。 ポロックがまず批判の対象とするのは方法論上の問題である。

彼女が行ったように、主要な資料 として日記を使 うことに方法論上の問題がないわけではない

が、少なくもその研究は 「現実の親子を蘇生 させ、親子間の相互行為を明 らかにし、親が子供

をどう思っていたか、親は子供を育てるのにどのような試みを したか、また子供は親をどのよ

うに思っていたか」(p.264)を 追求 しようとした。 これに対 し、「子供時代の歴史への研究 は大

変問題の多い証拠資料に頼っている。」っまり、「過去の諸世紀の子供時代に関する著作におい

て使われている主要な証拠資料は育児ア ドヴァイス文献(childadviceliterature)な のであ

る。ごく少数の著作家が自伝や日記などの第一次資料をかなりの程度に使っているが。研究対

象となる時期の書籍、説教や道徳書から引用が行われ、それによって当時の子供についての理

論がどのようなものであったかが立証されるだけでな く、現実の親の実践も推論されている。」

(p.43)こ の他にも細かい方法論上の問題が多々挙げられているが、ポロックは結論 と して、

次のように言う。「ア リエスのような著作家たちの信念とは逆に、子供時代の概念 は16世 紀

に存在 した。」(p.267)、 「16世 紀か ら19世 紀にかけて、社会変化 と技術的発展 を別にすれ

ば、家庭における親の世話と子供の生活はほとんど変化 していない。」(p.268)、 「19世 紀前

半期において子供の服従と同調に対する大人の要求が、特に学校 において、はっきりと強化 さ

れている。…私は社会の産業化がこの規律の厳 しさに寄与 したのではないかということをすで

に示唆 しておいた。」(p.269)、 「ここで分析された諸資料は子供時代 に関す る進化論的な理論

を支持 しない。食事の仕方における変化や態度におけるわずかな変化はあったが、18世 紀に

育児の慣習は劇的に変転 してはいない。そのような変転 というのは、あまりにもそそっかしい

文献の読み方、命題を支持する材料を見っけようとする強烈な希望および資料の勝手な誤解に

よってもた らされた神話である。歴史家は、親子関係における想像された変化を説明 しようと
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努力するかわりに、ただ、何故親の世話というものが変化に対 して奇妙にも抵抗的なのかを熟

慮するのがよいだろう。」(p.271)

さて、 ここで、家族史 との関連において 「近代」をどのように考えたらよいか という本題に

戻ることにしよう。現在、われわれが 「近代」にっいて語るとき、単に政治の領域、そして次

には経済の領域について語 るだけではな く、社会史と言われる広 く荘漠とした領域を視野に入

れるようになっている。っまり、マクファーリンが言 うように、われわれが 「政治 と経済 とい

う外的世界」に止 どまらず、「中世以来の地方的レヴェルの社会的経済的生活」を広 く視野に

入れた場合、「近代」は、今までわれわれが充分な検証を経ないままに想定してきたのとは違っ

た相貌を呈するだろう。また、ポロックが膨大な一次資料によって示そうとしたように、子供

観や親子関係が16世 紀から19世 紀にかけて部分的変化を除けばほとんど変化 していないの

であれば、家族をも視野に入れた近代は今まで とは違 ったものにならざるをえない。 また、先

に見たように、越智 は政治、経済、文化の 「おのおのがそれ固有の重要な屈折点をもっている

こと」、「その屈折点の遅速」、「それぞれ独自な足跡」があるとした。また、 ラスレットはもう

少 しはっきりと 「社会構造的時間の中での家族の変化」という仮説を提起 した。 ラスレットが

言 うように、政治が最も早いペースで、そして家族は最 もゆったりとしたペースで進むのだと

すれば、両者の関係はどのように推移 してゆくのであろうか。当然ながら政治 と家族の間には

ある種の齪齢、矛盾または対立が生 じ、さらには、政治史における近代の進展、っまり政治の

合理化につれてこの矛盾の意識はますます拡大す ることになるのではあるまいか。 ラスレット

(1987)が 、「ほとんどすべての歴史家が最初に勉強することはいまだに政治史である。そして

政治的なペースが全体としての歴史の見方を決定 し続けているように思える◎」(p.274)と 言っ

ているが、結局のところ、「初期近代」というのは何はともあれ政治史の時期区分だ と言 って

さしっかえあるまい。もちろん、16・17世 紀においては宗教や思想などは政治と密接に関

連 していた、と言うよりもそれ ら自体が政治的出来事でもあったから、宗教や思想(特 に政治

思想)も また政治的変化と連動 した。「初期近代」というのは政治史のことであるとすれば、

この新 しい政治、その進展の中で家族はどうなるのであろうか。

先に見たように、越智は、『近代英国の起源』において、まずは、第1章 において 「政治史

的にみた近代英国の起源の問題」を取 り上げたが、本章の末尾で 「地方(county)レ ヴェル

における政治と家族」ともいうべ きテーマを提起 している。彼 は言 う。「われわれは、本章 に

おいて、国際政治に雄飛 した王侯貴顕からはじめて、宮廷 ・派閥 ・議会 ・地方 と経めぐりなが

ら、いよいよこれで16・7世 紀政治の最後の底辺にまで降 り立 ってきたように思う。それは、

家族 という単位において、 じかに生活 とふれ合 うものになる。すでに何回もいったように、当

時国家は地方の、地方は家族の網の目によって織 りなされていた。 とすれば、近代英国形成の

ひとこまも、具体的にはこうした諸家族に訪れた運命の総計にほかならぬ。」(p.140)越 智が

ここで特に問題としているのは、17世 紀中葉の革命前夜、動乱、その党派対立の中での、特

にジェントリー ・ファミリーの対応であるが、「地方には、これを支えるものとしての昔なが

らの固いジェントリー ・ファミリーの家族的紐帯があった。いかに議会が騒いでいようとも、

われわれが考慮に入れなければならないのは、地方生活の底辺を支配 していたのは、いっに変
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らぬこのような平凡であったということである。そして、 この平凡があればこそ、 ドラマもま

た生まれてゆくのである。」(P.149)と して、全国的 レヴェルの政治 と地方 的 レヴェルでの家

族がいわば別次元のものであることを示唆する。より具体的に言えば、「地方における党派形

成の原理は、われわれの観察 したジェン トリー家族にっいていえば、必ずしも家族ではな く、

家族さえ も二派に割れたというのが、明白な歴史的事実であった。かれらを分離 したものは、

明確な場合には、む しろ主義の問題であったといった方が事実に近かろう。ただ、 どれだけ、

そのような主義に根ざした家族がいたか、 またいっまでこのような主義が保たれたか。問題は

そこにある。」(p.156)と して、いわば、「イギ リス革命の中の家族」というテーマに深 く分 け

入る必要を説 くが、結論としては、「革命の党派対立 も、 この家族間の関係を断ち切 っていな

いということが、私 には不思議なのである。」(p.169)と 言 う。実は、 この問題 は最近の幾人

かの社会史研究家によって も取 り上げられている。例えば、 ダース トンは、まさに、『イギ リ

ス革命の中の家族』(Durston,1989)と いう名の著作の第3章(BytheSwordDivided?)

でこの問題を綿密に論 じているが、ここではさしあたりその結論のみを参照 しておくことにし

よう。「市民戦争は家族的紐帯を破壊すると当時の人々は心配 したが、その心配は大部分 は根

拠のないものであった。確かに、1640年 代と1650年 代には人々の政治的信条が家族への忠誠心

と対立するような機会が多 くあり、彼等は時にはこのディレンマを彼等の家族を否認すること

によって解決 した。 しかし、 より多 くの場合、家族への忠誠心がイデオロギー的熱情を克服 し

た。っまり、ほとんどの人々が市民戦争期に不和となった親族 との親交を保持するために出来

ることは何で もしようとした し、1646年 に戦争が終わ ったときには、敵対心を捨て、通常

の家族生活を再開 しようとする希望が一般的であった。家族関係は革命の圧力によって疑いも

なく緊張 した。だが、多 くのイングランド人男女 は、 親族 的結 合 は 『真の愛情 の紐帯』

(`knotoftrueaffection')だ と言 ったラルフ ・ヴァーニー卿 に賛成 したのであって、 イ

ングランド家族は17世 紀中葉の動乱期に受 けたきび しい辛酸に耐え、健康で高度に価値づけ

られた社会制度として生き残 ったのである。」(pp.55-6)

ところで、政治と家族のかかわりについてはもうひとっの、17世 紀イングランド史にとっ

てより重大な局面がある。それは思想における政治 と家族の関連という問題の局面である。1

7世 紀イングランドは、まずは、市民戦争の時代 として知 られるが、その市民戦争(1642～49

年)と それに続 く空位期(1649～60年)の 約20年 間は社会の基本的構i成のあり方自体に関す

る大いなる論争の時代であり、その中のひとっの重要な論題 として家族があった。ダース トン

(Durston,1989)は この20年 間にっいて次のように述べる。 「これらの年に起 った激 しく広

範囲なイデオロギー論争以上 に、17世 紀中葉のイギ リスの革命的性格を明瞭に示 しているも

のは他にない。 これらの知的な議論の多 くが政治や宗教の基本的変革にっいての提案に関連 し

ているが、同時にまた、伝統的家族をも含あて、この時期の社会組織のさまざまな側面に関す

る多 くの想像的な思索や提言 も存在した。」(p.10)イ デオロギー論争 は、 これ らの20年 間に

限 られていたわけではなく、その前後にもあったが、長期議会(1640～49年)か ら王政復古

(1660年)に 至 る20年 間は論争の大きなピークであった。事実、この時期には、家族 に直接

関連する事柄に限って見ても、家長権の制限、女性の地位と能力、結婚の取 り決めや配偶者選
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択 の手 続 き、 結 婚 契 約 、 宗 教 と結 婚 の関 連(市 民 婚 の 問 題)、 離 婚 、 セ ク シ ュ ア リテ ィ、 複 婚

(polygamy)、 近 親 婚 、 そ して、 家 族 と政 治 ・宗 教 との相 互 関 係 の あ り方 な ど 、 さ ま ざ ま な ト

ピ ック につ いて 先 見 的 で広 範 囲 な論 争 が行 わ れ た。 この 後 、 イ ング ラ ン ドの政 治 を画 す る出来

事 と して 名 誉 革 命(1688～9年)が あ る。 この名 誉 革 命 の 直後 に 「西 欧 自 由 主 義 思 想 の 源 泉 ま

た は 出発 点 」 と さ れ る ジ ョン ・ロ ッ ク(JohnLocke,1632～1704)の 主 要 著 作 が 続 々 と刊 行 さ

れ た。 『寛 容 に 関 す る書 簡 』(EpistoladeTolerantis)は1689年 に(英 語 版ALettercon

cerningTolerationも 同年 に)、 『政 府 二 論 』(TwoTreatisesOfGovernment)は1690年 に、

『人 間 知性 論 』(AnEssayconcerningHumanUnderstanding)も1690年 に、 『教 育 に 関 す る

考 察 』(SomeThoughtsconcerningEducation)は1693年 に、 さ らに 、 『キ リス ト教 の合理 性 』

(TheReasonablenessof(Christianity)は1695年 に、 そ れ ぞ れ刊 行 され た 。 ま さ に、 「イ ン グ

ラ ン ドに お け る17世 紀 の最 後 の10年 間 は誰 に もま して ジ ョ ン ・ロ ック に帰 属 す る。 そ れ は

ロ ッ クの 時 代 で あ る。」(Christophersen,1930,p.8)

さて 、 最 後 に、 以 上 の議 論 に基 い て私 な りの仮 説 を 提 起 す る こ と に した い。 そ の こ とを 通 じ

て 、 「近 代 家 族 」 と言 わ れ る ラ ベ ルが 何 を意 味 し うる か に つ い て 何 らか の 示 唆 を 得 る と と もに、

更 に は、 そ の後 、 今 日に至 る 「近 代 」 と言 わ れ る長 い時 期 に お け る家 族 の あ り様 を知 る手 掛 か

りと もす る こ と に した い。'

17世 紀 の最 後 の10年 間 に、 ジ ョ ン ・ロ ックの 著 作 、 特 に彼 の政 治 哲 学 の主 著 で あ る、『政

府 二 論 』 に お い て新 しい 家族 像 が 提 示 され た。 そ の家 族 像 は 「近 代 家 族 」 の像 と言 って も さ し

っ か え あ る ま い。 『政 府 二 論 』 は近 代 的 な政 治 の あ り方 を 論 じた もの と して よ く知 ら れ て い る

が、 この書 は、 同 時 に、 新 しい政 治 の あ り方 と の関 係 に お い て、 新 しい 家族 論 を 提 示 した もの

と して 注 目す べ きで あ る と思 わ れ る。 換 言 す れ ば、 わ れ わ れ は、 新 しい 家族 論 が 新 しい政 治 論

の一 部 と して提 示 され た こ とを まず 確 認 す べ き で あ る。 ロ ッ クが、 「ロバ ー ト ・フ ィル マ ー卿

(SirRobertFilmer)お よ び 彼 の追 随者 た ち 」 の 家 父 長 主 義(patriarchalism)の 「誤 っ た

原 理 と基 礎 」 を 「摘 出 し打 倒 す る」6)こ とを 通 じて 提 起 した新 しい 「政 治 的 ま た は市 民 的 社会 」

(Politica1,0rCivilSociety)の 像 に対 置 した 新 しい家 族 像 の主 要 な 特 徴 は以 下 の3点 で あ っ

た と思 わ れ る。

① 政 治 的 権 力 と家 父 長 権 、 従 って ま た、 政 治 的市 民 的 社 会 と家 族 社 会 の峻 別(よ り一 般 的

に言 え ば 、 政 治 的 な もの と非 政 治 的 な もの の 峻 別 。 これ は また、当 時 の意 味 で のパ ブ リッ

クな もの と プ ライ ベ ッ トな もの の峻 別 と言 い換 え て も よ い。)

② 契 約 関 係 と して の夫 婦 関 係(従 って ま た離 婚 の可 能 性)

③ 子 供 を 教 育 す る義 務 と して の親 の権 力(ロ ッ クが 描 く親 の権 力[power]は 非 常 に 強 大 な

もの で あ った こ とに留 意 して お く必 要 が あ る。)

これ ら3点 は、 フ ィル マ ー に代 表 され、 当 時 な お 支 配 的 で あ った家 父 長 主 義 的思 考 様 式 と対

比 して 見 るか ぎ り、 す べ て、 家族 の 存 在 に関 す る思 考 様 式 の革 命 と も言 うべ き もの を 表 して い

る。 換 言 す れ ば、 当 時 の イ ン グ ラ ン ドに は 「個 人 主 義(individualism)」 と い う言 葉 は 存 在 し

な か った が 、 そ れ ら はす べ て、 家族 の 個 人 主 義 的 な 理 解 を表 現 して い る と言 って もよ い 。17

世 紀 イギ リス は どよ うな 時 代 で あ った の か 、 っ ま り、 そ れ は 「革 命 の世 紀 」 だ った の か ど うか
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という問題は20世 紀の今 日においてもなお論争が絶えないのであるが、少なくも、政治思想

の一部としての家族思想において17世 紀 は大きな転換点であったのである7)。

なお、 これら3点 はすべて 『政府二論』において繰り返 し説かれているものであるが、第3

点の親子関係のあり方については、 ロックの教育論である 『教育に関する考察』で事細かに論

述されていて、その教育論は極めて近代的、合理的である。なお、家族に直接関わるものとし

て見逃す ことが出来ないのは、 ロックが 『寛容に関する書簡』において、ちょうど彼が 『政府

二論』において家族を非政治的なものとして政治から峻別 したのと同様に、宗教を個人の内心

に関わるものとして政治か らきびしく区別 したことである。 このロックの宗教的寛容論(信 仰

の自由論)に 含まれる重要な含意として見逃せないのは、宗教は家族集団か らも分離され、純

粋 に個人に属するものとされたことである。

さて、ロックは、政治的動乱(そ の中には政治思想 も含 まれる)の 時代としての17世 紀の

最後 に、そ して、18世 紀の始めに立 っているが、 ロックの思想 はその後の諸世紀に対 してど

のような位置を占めているだろうか。この点に関 して、 ウィリー(Wiley,1934)は 次のように

言 う。「ロックの著作は17世 紀の結論の要約であると共に、18世 紀における探求の出発点

である。18世 紀初期は、17世 紀初期とは違 って、偉大な知的革命をまのあたりに見ること

はなかった。それはただ前世紀の結論を引継ぎ、その世紀に生み出された確かな見込みを強化

したのである。…国家の基本形態(theConstitution)は 樹立されたし、 『自由』 は確保 され

た。…ニュートンとロックの見事な説明は神秘に包まれた宇宙における生存の緊張を取除いた

だけでな く、宗教の原理をも確立 した。」彼は、 ヨーロッパのその後の、特に、政治の方向を

決めたのはロックであると言 う(pp.264-5)。

17世 紀の大動乱が終息 した後、一人の思想家によって 「近代家族」の像が提起 されたとし

ても、だからと言 って、現実の家族がその思想に沿ってす ぐさま着実に変化 し始あたわけでは

ない。 ロックの著作 は読み書 きの出来 るごく一部の読者を相手にしたものであったし、それに、

家父長主義的思考様式はなおその後長 く残存 した。のみならず、18世 紀から19世 紀にわたっ

て、家族は、進化主義者たちが描いたように変化 したのではなく、基本的にはほとんど変化 し

ていない。 しかし他面では、 自由主義思想 は社会のより広い範囲に徐々に浸透 してきた◎そう

であるとすれば、家族 と政治 との関連 はその間にどのように推移 して きたと考えるべきであろ

うか。 ここでわれわれは、まずは、 ロックによって描かれた政治思想(家 族思想をも含めた)

は近代のあるべき理念(ま たは、価値)で あることを想起すべきであろう。のみならず、 デュ

モ ン(Dumont,Louis,1986)が 個人主義に関して次のように言っていることにも注目すべきだ

と思われる。デュモンは、西欧の個人主義イデオロギーと、その他のすべてのところで普及 し

ている全体論的(holistic)イ デオロギーを取上げ、「両者の社会的現実に対する関係が違 う」

ことを指摘する。「イデオロギーとして、両者は共に諸価値を主張する、つまり、 いかにある

べきかを言明する。 しか し、全体論が諸価値に関連 して現存の社会を表現 しまたは正当化する

のに対 して、個人主義はこれに反 して当該社会 とは無関係なものとしてその諸価値を想定する。

一旦、個人主義的構造布置(configuration)が 完全に発達すると(例 えば18世 紀 における

ように)、それは当該社会に敵対 したその要求を先鋭化 し、そしてある国々においては、 また
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ある社会的環境においては、個人主義に完全に同調 した社会を実現することが可能であるとい

う信念が現れる。」ここで2っ の注釈を加えておくことが必要だと彼は言 う。「第一に、以上の

ことは極端な場合であって、現存社会に対する個人主義の態度はさまざまであることが可能で

あるし、事実、そのことは証明される。一般的には、それは社会生活のある領域に選択的に適

用される一最初に政治の領域に一。一方、それは既存のものに順応 したり、他の領域における

伝統への執着と結合する。第二に、個人主義的価値と社会的現実との間のそのような妥協、そ

して、 この価値を実行 しようする試みの結果的な失敗でさえ、長期的にはこのイデオロギーの

強靭さを弱めない。今 日の最 も顕著な事例 は、多分、平等主義的な要求が絶えず力を増 して伸

長 していることである。」(PP.27-8)

さて、政治が 「近代」と呼ばれる時代に入 ったからと言 って、家族がその進展にっれてすぐさ

ま変化 し始めたわけではないにしても、政治や経済における 「近代」の進展、深化の過程で、

個人主義イデオロギーは家族の中にも浸透 し始める。っまり、デュモンの表現を借用 して言えば、

極端な場合には、個人主義的な家族像に 「完全に同調 した」家族の実現 も可能であるという信

念 も生まれる。しかし、そのような極端な場合でなくても、家族は外部社会の状況に順応したり、

抵抗 したりせざるを得なくなる。この過程は、換言すれば、家族が外部社会との間に何 らかの程

度の矛盾の意識を持っことを意味するだろう。 このことは個人主義イデオロギーの拡大、深化に

伴う近代家族に固有の現象だと思われる。この矛盾の意識は今日の諸社会にも存在 している8)。

結局、家族というのは人々のっながり、っまり集団であるから、家族は個 との間の何らかの新た

なバランスを模索するという緊急の課題を背負 うことになる。もちろん、個人主義 イデオロギー

と言 っても、ロックが説くものと、例えば、現在のアメリカの主 として中間階級に抱かれている

それとは、その内容が大いに異なる。っまり、個人主義自体 も社会状況 の変化の中でその意味

内容を変化させ、それが家族 との間に持っかかわりも当然ながら変化する9)。

注 釈

1)作 田啓一(1972)は 「戦後五、六年の あいだ の支配的 な論調 の一っ」 として、 「戦 後 の 日本 で民主 化

をど う進 あてゆ くかに関す る議 論」がい くっか の分野で行 われた中で 「家族 の民主化 に関す る議論 」 が

あ った ことを指摘 し、 この議論 の代表 と して、川島武宜 の 「日本社会 の家族 的構 成」(初 出 は 『中央 公

論』1946年6月 。)を 取 上げてい る(pp.418-20)。 川 島が そこで展 開 した 日本 の家族 制 度 に対 す る

あざやかな批判 は今 も鮮 明に思 い出 され るが、 しか し、 日本 の古 い家族制度 に対 置された新 しい家族 の

イメー ジが新 しい外部社 会 との関連にお いて的確 に描かれて いるとは言 えない。川 島は言 う。 「今 や ま

た民主主義革命 はそれに照応 した民主 主義的な家族形態、 その原理 を もたねばな らぬのであ り、 そ れの

地盤 の上 にのみ民主主義 が成 りたち うる。」(p.23)民 主主義が その よって立っ地盤 とす る 「民主 主義 的

な家族形態、 その原理」 とは一体 どのよ うな ものであ ろうか。川島 はただ次 のよ うに言 う。 「近 代 的 モ

ラルによれば、親子 や夫婦 の関係 はなによ り自発的内面的な人間精神 の問題で あるのだが」(p .9)、 「近

代家族 においては、合理 的 自主 的反省 、『外か ら』規定 され るととな く自 らの 『内 か ら』 の 自律 に よ っ

て媒介 され ると ころの 『道徳』 が支配 す る…。」(p.14)こ れ らの断片的 な文章か ら十分 な判 断 は しに く

いが、川 島は、理念 としての 「自発 的内面的な人間精神」 とか 「合理的 自主的反省」 とか 「自律」 とか

の民主的社会一般 の理念 的な人 間像 をそのまま家族 に持 ち込んで 「近代家族」を描 いて い るかに見える。

ここには 「合理的 自主的反省」 や 「『内か ら』 の 自律」を備えた人間が、 どの よ うに して 養成 され るの
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か、 どのよ うな特 質を持 った家 族の中で育て られるのか とい う問題意 識 は欠落 して い る。 結 局 、 そ の

「近代家族」 ははな はだ曖昧で誤 解を招 きか ねない ものにな ってい る。

作 田が、川 島のみな らず、戦後 の封 建遺制の理論 に関連 して、次 のよ うに言 ってい る点 は注 目 して お く

べきであろ う。 「家族 の民主化 を 目標 と して、民法 が改正 され、家父長家族 か ら夫婦 家 族へ の移 行 が始

まった。 そ して、 自律 的、主体 的人 間の形成 され ることが、暗 に期待 された。 だがモデル とされたのは、

十八 一九世紀 ヨー ロッパの近代 ブル ジ ョア家族で はな く、二十世紀 中葉 のアメ リカの新 中間層 に属 す る

家族 であった。 と ころが、現代 アメ リカの新中間層の家族 は、 自律的人間 を形成す る ことにそれ ほど向

いて いない。戦後、私 たちには、西 欧的な もの はすべて一っ にみえ たか ら、十八 一九世紀 の ヨ0ロ ッパ

も二十世紀 のアメ リカとと もに 『近代』 に属 して いた。社会科学の領域 において も、近代 の中の 『市 民

社会』的な側面 と、『大衆社会』的 な側面 との区別が、充分 に意識 され始 めたの は、 よ うや く昭 和三 十

年 ごろにな ってか らである。」(作 田,1972,PP.421-2)

昭和31年 に出版 され た 『現代家族講 座』 の第一 巻 「新 しい家族」(河 出書房)で 当時 の家 族 社会 学

を代表す る小山隆 は次の ように述べ る。 「近 代家 族の基 本的形態 は夫婦 と独立 前 の子女 とだ けか ら構 成

され るのであ るが、 その特性 にっ いてアメ リカの社 会学者バ ーゼ ス(ErnestW.Burgess)お よび ロ ッ

ク(HarveyJ.Locke)は 五つの点 をあげてい る。 その第一 は恋愛 や友愛や適合性や共通 の関心 に基 い

て配偶者を選ぶ 自由をもって いること。第二 は子供 が結婚すれば親か ら独立す ること。第三 は夫婦 平等

の原則によ ること。第四 はすべての決定 は夫婦 の合議 によ り、子 供 もその成長に応 じて参加す る こ と。

第五 は家族の 目的達成 に妨 げのな い限 り、 その成員 たちに最大限の 自由を認め ることで ある。」(pp.10-

11)。 小山 は言 う。 これ は憲法二十四条 の規定 に照応 す るものであ るが、同時に、「アメ リカの現代 家族

生 活の実態 か ら導 き出 した理念」(p.11)で ある。 これはま さに、作田が言 うと ころの 「自律 的人 間 を

形成す ることにそれ ほど向いていな い」、「現代 アメ リカの新 中間層 の家 族」 であ る。 近代家族 はいわ ゆ

る核家族 であ るとい うことが当然の ことと して想定 されてい る。

先 の作 田の文 章か ら得 られ る一っの示唆 は、「近代家族」 に も長 い歴史 があ り、 従 って、「近代家 族 」

を描 くことは案 外に簡単 な ことで はな いということである。 ところで、作 田自身 は 「近 代家族」 にっ い

て どのよ うに考 えてい るのだろ うか。彼が この問題 を扱 っている項 の タイ トルは 「西 欧 『近代』 の家 族

と自律 的人 間の形成」(作 田,1972,pp.423-9)と なっている。 っま り、 ここで、彼 は 「近 代家族」 の問

題一般 を扱 ってい るのではな く、 「自律的人間の形成」 とい う、先 に見 た戦 後 日本 の問題 を視点 に して

家族 を扱 ってお り、 しか も、 問題 が 「西欧 『近代』 の家族」 に限定 され ていて、 それ との対比 にお いて

日本 の家族 が問題 にされている。彼 は次の ように言 う。「18世紀か ら19世紀 に か けての西 欧 の ブル ジ ョ

ア家族 は、仕事 の場 と家庭 の場 とが分離 し、夫婦関係 を中心 とす る点で近代家族 であ ったけれ ども、親、

と くに父 の権威 の強 さの点 では、 中世 的な家父長制の なごりを充分 にとどめた家族で あ った。」(P.425)

要す るに、作 田は、西欧 「近代」 の家族 の特徴 と して、「夫婦関係が比較的平等 で あ って 、 そ の夫婦 関

係が家族の中心で あった、 とい う点」(p.426)と 「親の権i威の強 い規律好 きの家 族 」(p.426)の 二 っ

を指摘 して いる。 なお、作 田が西欧 「近 代」の家族、な い し 「近代家族」 と言 う場 合、 「18世紀 か ら19

世紀 にか けての西欧 のブル ジ ョア家族」、S.フ ロイ トが観察 した 「19世紀 の ウ ィ0ン の ブル ジ ョア家

族」 とい った例が 出て くるので あるが、私 は、イギ リスの家族史の綿密 な研究か ら充分推測 で き る こと

と して、「夫婦関係が家族の中心で あ った、 とい う点 」(っ まり、夫婦中心主義)は 、近代 の産 物 で はな

く、かな り古 くか ら存在 した もので はないか と思 ってい る。

さて、最近 にな って、 フェ ミニズムの立場 か らい くっかの 「近代家族」 に関す る言及が見 られるので、

ここで は、その代表 と して上野千鶴子(1994,『 近 代家族 の成立 と終焉』)を 取上 げることに しよ う。 ま

ず、上野が同書の中で取上げて いるのだが、落合恵 美子 な どの、近代家族の特徴 と して い くっか の項 目

を列 挙す るとい うや り方があ る(落 合恵美子,1989『 近代 家族 とフェ ミニ ズム』勤草書房)。 こう したや

り方に対 して、上野 は、「落合の八項 目は、近代家族論 の成果を まとめた もの で、 出 自が は っき り しな

い。 なぜ八項 目か も、あ るい は八項 目で尽 くされるか も明 らかでない。西川(祐 子)の よ うに項 目を追

加 していけば、最終的にい くっ にな るか もは っき りしない。」(p.79)と して、 この項 目列挙 的な近 代家

族像をあ る程 度批判 してい るが、か と言 って、 それに代 えて 「近 代家族」を組織的 に追求す る見方 を提

起 してい るわけで はない。上 野 は落合や西川 のよ うなや り方 を否定 してい るので もな さそ うであ る。 要

す るに、「近代家族」 とい う言 葉が多用 されるが、例 えば 「公領域 と私領域の分 離」 とい った こ とが羅

列 され るだけで、それが結 局何なのか は一 向によ く分 らない。上野 自身 は 「な にが 『近代家族 的』 で あ
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るか は留 保 して、」(P.82)と も書 い て い るが、 これ で は 『近 代 家 族 の 成 立 と終 焉 』 と い う書 名 が 泣 くの

で は な いか 。

2)越 智 は こ の著 作 が対 象 と して い る期 間 に っ い て 次 の よ う に言 って い る。 「と り上 げ た 期 間 は、 バ ラ 戦

争 の終 末 か ら名 誉 革 命 ま で の ほ ぼ200年 、私 は この 間 に曲 りな り に も近 代 英 国 の原 型 が で き上 っ た と

考 え て い る。」(は しが きp.6)

3)ウ イ ッ グ(whigs):1688年 の 名 誉 革 命 後 に 結 成 され た政 党 で 、19世 紀 の後 半 期 に 自由 党(Liberal

Party)に な った。 トレヴ ァー 一 ロ ーバ ー(Trevor-Roper,1979)に よれ ば、 「疑 い もな く最大 の ウイ ッ

グ 史 家 」 は マ ッ コ ー レ0(ThomasB.Macaulay,1825-1859)で あ る。 彼 の 著 作 『英 国 史 』(The

History(ゾEπgZα ηの が1849年 に出 版 され た と き、 そ れ は直 ち に大 成 功 を収 め た。 彼 が描 い た英 国 史

は ほ ぼ一 世 紀 に亘 って権 威 の あ る解 釈 とな った 。 確 か にそ の 解 釈 は今 は はや らな くな って い るけれ ど も、

そ のす べ て が 否 定 さ れ た わ け で はな い。 そ の 多 くの 部 分 が 一事 実 に関 す る学 問 と世 間一 般 の解 釈 の 両 方

に お いて 一歴 史 科 学 の変 らざ る内 容 とな って きて い る。」(p.7)

なお 、 わ れ わ れ と して は、 トレバmロ0パ ー の 次 の 文 章 に も、 一 応 注 目 して お くべ き か と思 わ れ る。

「『ウ イ ッグ史 』(`whighistory')は 基 本 的 に イ ン グ ラ ン ド的 な もの で あ る。 そ れ は、 そ の最 も露 骨

な形 に お い て、 歴 史 的来 歴 と政 治 的 正 当 性 の両 方 を 同 時 に手 に入 れ る こ と を 目指 して、 イ ン グ ラ ン ドの

政 党 に よ っ て イ ング ラ ン ドの過 去 に 押 しっ け られ た 解 釈 で あ る。」(p.7)

4)ス トー ン(Stone,1977)や シ ョ ー タ ー(Shorter,1976)な ど に代 表 され る家 族 史 の進 化 主 義 的 な 見 方

お よ び そ の 「細 部 の叙 述 」 へ の批 判 は、Laslett,Peter(1987)以 外 に、 私 が 見 た だ け で も、 次 の も の が

あ る。Macfarlane,Alan(1978);Macfarlane,Alan(1979)Wrightson,Keith(1982);Pollock,Linda

A.(1983);Houlbrooke,RalphA.(1984);Clark,J:C.D.(1985);lngram,Martin,(1988)inReay,

Barry(ed.)(1988);Earle,Peter(1989)0

5)「 ア リエ ス ・テ ー ゼ」 とい う表 題 で 括 られ て い る主 な 著 作 家 と して、PinchbeckandHewitt(1969)、

Shorter(1976)、DeMause(1976)、Stone(1977)、 な どが あ る。

6)『 政 府 二 論 』 の タ イ トル の一 部 。

7)家 族 に関 す るロ ック の理 解 はすべ て 彼 の オ リジ ナル な もので は ない 。 彼 は、 名 誉 革 命 以 後 の イ ン グ ラ ン

ドの新 しい時 代 状 況 の 中 で、 それ ま での イ ング ラ ン ドお よび ヨー ロ ッパ社 会 に存 在 した 諸 思 想 の 流 れ を 体

系 化 したわ けで あ って、 そ の意 味 で彼 の思 想 自体 は ヨー ロ ッパ の伝 統 を受 継 い だ もの で あ った と言 え る。

8)ス ェ ー デ ンの社 会 学 者 、 エ ドモ ン ド ・ダー ル ス トロ ム は、 今 日の 家 族 にっ いて の人 々 の考 え 方 に 深 く

影 響 を 与 え て き た西 洋 諸 社 会 の4っ の主 要 な矛 盾(contradictions)を 提 起 し、 そ の第 一 と して 「伝 統

的 家 族 構 造 の 『家 父 長 主 義 的遺 産 』 と個 人 の発 展 の可 能 性 を 改 善 す る ため の 改 革 主 義 者 の理 想 」 を 指 摘

す る(Dahlstr6m,E.,1989,`Theoriesandideologiesoffamilyfunctions,genderrelations

andhumanreproduction'inK.Bohetal.(eds.)ChangingPatternsofEuropean .Family

Life.Routledge)

9)ベ ラ ー な ど(BellahR.,eta1,1986,HABITSOFTHEHEART-In(Z∫ ひ`(加αZ`sman(Z

CommitmentinAmericanLife.Harper&Row)は 、 ア メ リカ の 中 間 階 級 の 白 人 へ の イ ン タ ー

ヴ ュ ー調 査 な ど の結 果 と して、 現 在 ア メ リカ の個 人 主 義 を 「功利 的 個 人 主 義 」(utilitarianindividu.

alism)と 「表 現 的 個 人 主 義 」(expressiveindividualism)と 名 付 け、 ア メ リカ人 の も の の 考 え 方 へ

の 警 告 を 発 して い るが 、 「ジ ョ ン ・ロ ック は ア メ リカ に お い て鍵 を な す 人 物 で あ り、 ま た 、 非 常 に 大 き

な 影 響 を 持 っ た人 物 で あ る。」 と言 い、 さ らに、 これ ら2種 の ア メ リカ の 個 人 主 義 は共 に結 局 は ジ ョ ン ・

ロ ッ クに 由 来 す る と言 って い る(p .143)。
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Summary

WhatIintendtodointhispaperistoputoutaframeworkforansweringthefollow-

ingquestions.Whatwastherelationshipbetweenthefamilyandthesociety(especially
..

politicsinboththeoryandpracticein`thecenturyofrevolution'inEngland?Byan-

sweringthisquestionwecanbesuretogetsomeclueforansweringthenextquestion.

Andwhatisthemodernfamily?Socalledevolutionisticviewofhistoryhasbeenseverely

criticizedinthesetwodecadesbymanypainstakingstudiesofhistorical

sociologists,socialhistoriansandothers.Byconsultingthesestudies,andbyexamining

whatJohnLockesaidaboutthemodernfamilyincriticizingRobertFilmerasacham-

pionofpatriarchalismmainlyinTwoTreatisesofGovernment,hypothesisisputout:the
modernfamilycanbeseenasacontradictionbetweenindividualistic-liberalisticfamily

ideologywhichwasinitiallysystematizedbyLockeandtherealfamilylife.




